
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
日
提
出

質

問

第

一

〇

六

号

Ｇ
Ｄ
Ｐ
推
計
の
結
果
を
左
右
す
る
「
そ
の
他
」
要
因
の
分
析
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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Ｇ
Ｄ
Ｐ
推
計
の
結
果
を
左
右
す
る
「
そ
の
他
」
要
因
の
分
析
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
一
九
年
二
月
二
十
六
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
公
聴
会
で
、
明
石
公
述
人
の
意
見
陳
述
で
、
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
改
定
前
後

の
差
額
の
内
訳
に
関
し
て
、
「
改
定
要
因
は
、
大
き
く
分
け
る
と
、
一
番
目
、
『
二
〇
〇
八
Ｓ
Ｎ
Ａ
対
応
』
に
よ
る
も
の
と
、

二
番
目
、
『
そ
の
他
』
の
二
つ
な
ん
で
す
。
」
「
こ
の
『
そ
の
他
』
に
よ
っ
て
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
以
降
の
み
異
常
に
か
さ
上
げ
さ

れ
て
、
九
〇
年
代
は
逆
に
大
き
く
か
さ
下
げ
さ
れ
る
現
象
を
、
私
は
ソ
ノ
タ
ノ
ミ
ク
ス
と
言
っ
て
い
ま
す
。
」
「
ソ
ノ
タ
ノ
ミ

ク
ス
問
題
は
、
こ
の
一
連
の
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
偽
装
の
本
丸
で
す
か
ら
、
今
後
も
国
会
で
追
及
を
続
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
以
下
の
通
り
、
質
問
し
ま
す
。

一

内
閣
府
が
作
成
、
公
表
し
て
い
る
「
平
成
二
十
七
年
度
国
民
経
済
計
算
年
次
推
計
（
支
出
側
系
列
等
）
（
平
成
二
十
三
年

基
準
改
定
値
）
の
参
考
資
料
に
お
け
る
『
そ
の
他
』
に
関
す
る
補
足
に
つ
い
て
」
（
以
下
、
本
件
資
料
と
い
う
。
）
で
は
、

「
四
�
ま
と
め
（
『
そ
の
他
』
要
因
と
の
比
較
）
」
の
中
で
、
「
そ
の
他
」
の
要
因
に
つ
い
て
、
「
本
資
料
で
掲
げ
た

『
一
�
』
か
ら
『
三
�
』
の
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
は
相
互
に
影
響
し
合
っ
て
お
り
、
ま
た
こ
こ
に
掲
げ
た
以
外
の
推
計
方
法
変

更
や
基
礎
統
計
の
反
映
な
ど
の
影
響
も
あ
り
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
資
料
に
あ
る
「
そ
の
他
」
要
因
に
つ
い

一



て
、
当
該
資
料
に
記
載
さ
れ
た
項
目
以
外
の
要
因
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
時
点
で
公
表
し
て
い
な
い
と
い
う
認
識
で

よ
ろ
し
い
で
す
か
。
ま
た
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
今
後
、
公
表
す
る
予
定
は
あ
り
ま
す
か
。

二

本
件
資
料
に
つ
い
て
、
「
そ
の
他
」
に
つ
い
て
、
二
〇
一
三
年
（
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
）
以
降
の
み
大
幅
な
か
さ
上
げ
（
平
均

プ
ラ
ス
五
�
六
兆
円
）
と
な
り
、
一
九
九
〇
年
代
は
逆
に
大
幅
な
か
さ
下
げ
（
平
均
マ
イ
ナ
ス
三
�
八
兆
円
）
と
な
っ
て
し

ま
う
原
因
に
つ
い
て
の
明
示
的
な
説
明
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
政
府
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
大
き
な
差
が
出
る
理
由
に
つ
い
て

の
見
解
を
示
し
て
下
さ
い
。

三

本
件
資
料
に
つ
い
て
、
建
設
投
資
の
推
計
手
法
の
変
更
に
よ
り
、
二
〇
〇
七
年
度
か
ら
二
〇
一
二
年
度
の
み
、
六
年
度
連

続
で
マ
イ
ナ
ス
修
正
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
を
示
し
て
下
さ
い
。

四

厚
生
労
働
省
「
国
民
生
活
基
礎
調
査
」
に
お
け
る
世
帯
数
に
、
総
務
省
「
消
費
動
向
指
数
」
を
乗
じ
た
数
字
を
二
〇
〇
二

年
を
百
と
し
て
指
数
化
し
た
も
の
（
以
下
、
世
帯
数
と
消
費
動
向
指
数
の
数
値
と
い
う
。
）
と
、
政
府
が
公
表
し
て
い
る
二

〇
一
七
年
度
国
民
経
済
計
算
の
家
計
の
目
的
別
最
終
消
費
支
出
の
構
成
（
暦
年
）
（
以
下
、
目
的
別
最
終
消
費
支
出
構
成
と

い
う
。
）
を
基
に
、
国
内
家
計
最
終
消
費
支
出
か
ら
、
持
家
の
帰
属
家
賃
を
除
い
た
数
値
（
以
下
、
家
計
最
終
消
費
支
出
と

い
う
。
）
を
、
同
じ
く
二
〇
〇
二
年
を
百
と
し
て
指
数
化
し
た
も
の
を
比
較
す
る
と
、
二
〇
一
四
年
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
同
じ

二



傾
向
を
示
し
て
い
た
の
に
、
と
り
わ
け
二
〇
一
五
年
以
降
か
ら
急
に
家
計
最
終
消
費
支
出
の
方
が
、
世
帯
数
と
消
費
動
向
指

数
の
数
値
の
傾
向
か
ら
、
数
値
が
大
き
く
な
る
方
に
乖
離
（
上
振
れ
）
し
、
そ
の
差
が
拡
大
し
続
け
て
い
ま
す
。
な
ぜ
二
〇

一
五
年
以
降
の
み
こ
の
よ
う
な
現
象
が
起
き
る
の
か
、
そ
の
理
由
や
政
府
と
し
て
の
見
解
を
示
し
て
下
さ
い
。

五

目
的
別
最
終
消
費
支
出
構
成
の
「
十
二
�
そ
の
他
」
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
二
年
を
百
と
し
て
指
数
化
し
た
数
値
と
、
基
本

系
列
の
世
帯
消
費
動
向
指
数
（
総
世
帯
・
年
）
（
以
下
、
世
帯
消
費
動
向
指
数
と
い
う
。
）
の
「
そ
の
他
の
消
費
支
出
」
に

つ
い
て
、
二
〇
〇
二
年
を
百
と
し
て
指
数
化
し
た
数
値
を
比
較
す
る
と
、
二
〇
一
七
年
で
は
、
目
的
別
最
終
消
費
支
出
構
成

の
一
一
一
�
七
に
対
し
、
世
帯
消
費
動
向
指
数
は
七
二
�
二
と
大
き
く
乖
離
し
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
や
政
府
と
し
て
の
見

解
を
示
し
て
下
さ
い
。
ま
た
、
目
的
別
最
終
消
費
支
出
構
成
の
「
十
二
�
そ
の
他
」
は
、
主
に
ど
の
よ
う
な
支
出
項
目
で
構

成
さ
れ
て
い
る
の
か
、
世
帯
消
費
動
向
指
数
の
「
そ
の
他
の
消
費
支
出
」
は
、
主
に
ど
の
よ
う
な
支
出
項
目
で
構
成
さ
れ
て

い
る
の
か
、
に
つ
い
て
も
示
し
て
下
さ
い
。

右
質
問
す
る
。

三


